
吉備中央町地域特産物総合交流促進施設

指定管理者募集要項

令和８年７月

岡山県吉備中央町

吉備中央町地域特産物総合交流促進施設指定管理者募集要項
１　対象施設の概要

(1) 名称

吉備中央町地域特産物総合交流促進施設　（以下「施設」という。）

(2) 所在地

吉備中央町北１９７４番地

(3) 施設概要

構　　造　木造平屋　４棟
敷地面積　９，５６０．９１㎡（憩いの広場、進入路、駐車場を含む。）

延床面積　　

	施　　設　　内　　容
	延床面積（㎡）
	備　　考


	農産物直売棟
	農産物直売コーナー
	　　１８４．８
	

	食材供給棟
	特産物展示販売コーナー
	　　１２８．０
	

	
	レストラン
	　　１５０．０
	

	体験学習棟
	体験実習室
	　　　７５．０
	

	
	更衣室
	　　　　７．０
	

	
	研修室
	　　　４０．０
	

	
	ゼリー・佃煮・漬物加工室
	　　　７６．０
	

	
	工房
	　　　４５．０
	

	
	事務室　外
	　　　４５．０
	

	屋外販売所
	オープンテラス
	　　１１９．０
	

	
	ベーカリーショップ
	　　　１４．５
	

	水車小屋
	
	　　　　９．０
	

	トイレ棟
	
	　　　４４．７
	


	合　　　　　　　計
	　　９３８．０
	


その他詳細は、別紙｢施設概要書｣（パンフレット）を参照のこと。

２　指定期間

令和９年４月１日 から 令和１４年３月３１日 まで

３　指定管理者に代行させる業務等の範囲

吉備中央町地域特産物総合交流促進施設条例（以下「設置条例」という。）第５条に規定
　する業務

詳細は、吉備中央町地域特産物総合交流促進施設指定管理業務仕様書（以下「仕様書」
　という。）のとおり。

４　管理の基準

(1) 休業日 吉備中央町地域特産物総合交流促進施設条例施行規則（以下「施行規則」という。）第３条に規定するとおり。

なお、指定管理者が、町民サービスの向上、利用者の利便性の向上に有効と判断するときは、休業日に開業することができる。

(2) 利用時間 施行規則第２条に規定するとおり。

なお、指定管理者が、町民サービスの向上、利用者の利便性の向上に有効と判断するときは、利用時間を延長することができる。

(3) 利用許可等 設置条例第６条～第8条に規定するとおり。

なお、詳細は、仕様書に定めるとおり。

(4) 関係法令等の遵守
指定管理者は、地方自治法、設置条例及びその他関係法令等を遵守すること。
５　指定管理料

指定管理業務に係る費用は、上記に定める指定管理期間をとおして、次に掲げる金額（消費税、地方消費税その他一切の経費を含む。）以内とする。

指定管理料（上限額）：　事業者からの提案をもとに決定（０円から－１００万円）
　※マイナス管理料の場合は、指定管理者が町へ収めることとなります。
６　利用料金制

指定管理者は、設置条例第９条に定める使用料を条例に定める範囲で自らの責任において決定（吉備中央町の承認が必要）し、自らの収入とするものとする。
７　応募資格

指定期間中、安全かつ円滑に施設を管理できる法人その他の団体（以下「団体等」とい
　う。）。ただし、次の各号の一に該当する団体等（共同企業体の構成員が該当する場合を含
　む。）は、応募できない。

　　①　吉備中央町に事務所又は事業所等を有していない団体等
②　地方自治法施行令第１６７条の４に該当する団体等

③　吉備中央町から指定管理を取り消され、その取り消しの日から１年を経過しない団
　体等

④　吉備中央町から指定の全部又は一部を停止され、停止期間満了の日から６ヶ月を経
　過しない団体等

⑤　税（国税、岡山県税及び吉備中央町税。以下同じ。）を滞納している団体等

⑥　団体等の代表者が、税を滞納している団体等

⑦　手形又は銀行取引停止処分がなされ、又は支払停止事由が発生し、これが改善しな
　い団体等

⑧　差押、仮差押又は仮処分がなされ、これが解消していない団体等

⑨　破産、会社整理又は特別清算その他倒産等に関する法律の手続きについて申し立て
　（債権者が申し立てを行った場合を除く。次号において同じ。）がなされた団体等　

⑩　会社更生、民事再生の手続きについて申し立てがなされ、この手続きが終了してい
　ない団体等
⑪　当該公の施設の管理に必要な許認可等について、監督官庁から許認可等を取り消さ
　れ、その取り消しの日から１年を経過しない団体等
⑫　当該公の施設の管理に必要な許認可等について、監督官庁から許認可等の停止処分

　を受け、又はその停止期間満了の日から３ヶ月を経過しない団体等
⑬　当該公の施設の管理に必要な許認可等について、監督官庁から指導を受け、その状

　況が改善しない団体等

⑭　宗教又は政治団体あるいはこれらの活動を行う団体等

⑮　次に掲げる者が、支配人、無限責任社員、取締役、監査役若しくはこれらに準ずべ

　き地位に就任し、又は、実質的に経営等に関与している団体等

　ア　吉備中央町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例（以下「手続条例」

　　という。）第４条第２項の規定による選定審議会の委員

　イ　暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条に定義する者）

８　公募及び候補者の選定スケジュール

公募及び候補者の選定のスケジュールは、以下のとおり。

①　募集要項の配布期間　　　　令和８年　７月　１日（水）～　７月１５日（水）
②　公募説明会（現場）の開催　令和８年　７月１５日（水）

③　公募参加表明書提出期限　　令和８年　７月２２日（水）

④　質問書提出期限　　　　　　令和８年　７月２９日（水）

⑤　質問に対する回答日　　　　令和８年　８月　４日（火）

⑥　指定申請書の受付期間　　　令和８年　８月　５日（水）～８月１２日（水）

⑦　選定審議会による面接等　　令和８年　８月　　日（予定）
⑧　指定候補者の発表　　　　　令和８年　８月　　日（下旬予定）　

⑨　指定候補者と仮協定の締結　令和８年　９月　　日（上旬予定）

⑩　指定に関する議案上程　　　令和８年１２月　　　　定例町議会
＜議決した場合＞

⑪　指定管理者の指定　　　　　令和９年　４月１日（予定）告示及び指定通知発送

９　募集要項等の配布

(1) 配布方法


窓口にて配布します。

(2) 配布資料

　　①　指定管理者募集要項（本書）

②　施設概要書（パンフレット）及び施設平面図

 ③　指定管理業務仕様書

④　指定管理協定条件規定書

⑤　指定管理者選定基準書（兼配点表）

⑥　指定申請書様式（設置条例施行規則様式第１号）

⑦　管理費提案書様式（様式①）

⑧　事業計画書様式（様式②）

⑨　収支予算書様式（様式③）

⑩　団体概要書様式（様式④）

⑪　公募参加表明書兼誓約書（様式⑤）

⑫　設置条例及び同施行規則、手続条例及び同施行規則

10　公募説明会（現場説明会）
応募方法、指定申請書類、指定管理業務内容、現場の状況等について説明会を開催します。（参加を希望する団体等は、令和８年７月１４日までに窓口にご連絡ください。連絡なき場合は、説明会の参加を断る場合があります。なお、公募説明会への出席は必須とします。）
(1) 日　時　令和８年７月１５日（水）午後１時３０分～

(2) 場　所　吉備中央町地域特産物総合交流促進施設　
(3) その他　参加人数は、１団体２名までとします。

11　質問

(1) 提出期限　令和８年７月２９日（水）（必着）
(2) 提出書式　自由（ただし、回答記入欄を設けること。）

(3) 提出方法　窓口へ持参又は郵送により行うこと。口頭による質疑は受け付けない。

(4) そ の 他　回答は、参加表明者全員に質問の内容及びその回答を、ＦＡＸ等の方法により送付する。

12　提出書類等

(1)公募参加表明
提出期限：令和８年７月２２日（水）

提出書類：公募参加表明書兼誓約書（様式⑤）　
提出方法：窓口へ持参又は郵送（郵送の場合は、提出期限日に必着のこと。（電話等で
　　　  　到着確認をお願いします。）
(2)指定申請書
提出期間：令和８年８月５日（水）～８月１２日（水）

提出方法：窓口へ持参すること。郵送は認めない。

注意事項：登記簿謄本、納税証明書等は、令和８年７月１日以降に発行されたものに限る。また、貸借対照表、収支決算書等は提出日現在の最新事業年度分とすること。なお、提出書類に一部でも不備がある場合は、受理しない。

提出書類：次のとおり。

①　指定申請書（設置条例施行規則様式第１号）

②　当該施設に関する管理費提案書（様式①）

③　当該施設に関する事業計画書（様式②）

④　当該施設に関する収支予算書（様式③）

⑤　団体概要書（様式④）

⑥　登記簿謄本及び定款、規約若しくはこれらに相当する書類
⑦　納税証明書〔未納のないことの証明（国税(税目は、法人税と消費税)、岡山県税、吉備中央町税）〕

⑧　本事業年度収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支決算書及び事業報
告書

⑨　労働者災害補償保険に加入していることを証する書類(従業員を雇用していない事業者は除く。)
⑩　その他必要な書類

提出部数：提出書類は、原本を1 部、副本（コピー）を７部の合計８部提出すること。

13　指定候補者選定方法

提出書類の審査及び面接（プレゼンテーションを含む。）により、指定管理者選定審議会において選定し、指定候補者を決定します。
選定基準は、別紙（「指定管理者選定基準書」（兼配点表））のとおり

14　指定候補者の発表

指定申請者全員に対して、選定結果に選定理由を付して、令和８年８月２５日頃に
文書にて通知（発送）します。
15  その他注意事項
(1) 共同企業体による申請
共同企業体を結成して指定申請を行う場合は、応募に関する事務を全て当該共同企業
　　体に代表者を通じて行わなければならない。又、吉備中央町が当該代表者に対して行っ
　　た行為は、当該共同企業体全ての構成員に対して行ったものとみなす。
(2) 選定委員、関係町職員との接触の禁止
申請予定者、参加表明者及び申請者は、選定審議会委員、関係町職員と本件申請についての接触（当然に、公募説明会、公募に関する質問等、正当な行為を除く。）を禁じる。
接触の事実が認められた場合には失格することがある。

(3) 重複申請等の禁止
ひとつの団体等が複数の指定申請をすることはできない。又、ひとつの団体等が、複

  　数の共同企業体に加わることもできないこととする。
  (4) 申請に関する費用負担

　　　指定申請に関する費用は、全て申請者の負担とする。

(5) 申請書の著作権及び公表

指定申請書（添付書類を含む。以下同じ。）の著作権は申請者に帰属する。ただし、吉備中央町は、指定候補者の選定結果の公表等に必要な場合には、指定申請書の内容を使用できるものとする。

(6) 申請書の取り扱い

吉備中央町が受理した指定申請書は、理由の如何に関わらず返却しない。

(7) 申請書の変更

一旦吉備中央町が受理した指定申請書については、明らかな間違い、軽微な修正を除き、内容変更は認めない。

(8) 参加辞退

参加表明者が指定申請を辞退するときは、必ず、窓口に辞退届けを提出のこと。　　　(9) 申請辞退

指定申請者が辞退することは、理由の如何に関わらず認めない。
 (10) 選定経過・結果・理由等の公表

指定申請団体名・代表者名、選定経過・結果・理由等（指定申請者全員の選定基準書による評価点等を含む。申請書等に記載されている個人情報（代表者等に関するものを除く。）を除く。）については、指定申請者全員に通知するとともに町広報紙で公表することとします。

16　窓口

吉備中央町協働推進課 商工観光班（担当:梶原）
〒716-1192 岡山県加賀郡吉備中央町豊野１番地２
電話：0866-54-1301　FAX：0866-54-1311
E-mail：kyoudou@town.kibichuo.lg.jp

＜用語集＞

１　協定条件規定書：吉備中央町と指定管理者との間で締結する協定書の原案のこと

２　仮協定書：吉備中央町と指定管理者との間で締結する協定書で、町議会の議決を得ていない間のもの（仮契約書に相当し、町議会の議決、指定告示を経て、正式な協定書となる。）

３　応募予定者：募集要項等の配布資料を取得した者
４　参加表明者：公募参加表明書を提出した者。指定申請書を提出する権利並びに公募に関する質問を行う権利を取得する。又、応募を取り辞めた場合には、辞退届けの提出義務を負う。
５　指定申請者：期限までに、指定管理者指定申請書及び添付書類を提出した者

６　指定候補者：指定管理者選定審議会によって選ばれた指定管理候補者。（町議会の議決、指定告示をもって指定管理者となる。）

７　関係町職員：窓口に在籍する職員（臨時、嘱託等を含む。以下同じ。）、施設管理担当部署に在籍する職員、その他当該公募に関係する職員

以　上
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